
議案第 44号 

 

 

市道の廃止について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 10条第１項の規定により、下記のとおり市道

路線を廃止したいので、同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙市道廃止路線調書による。 

 

 

平成 30年２月 16日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 



（別紙） 市 道 廃 止 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

41291 堀金烏川435－3番地先 L = 307.3

堀金1291号線 堀金烏川858番地先 W = 3.2～4.5

41292 堀金烏川432－2番地先 L = 188.1

堀金1292号線 堀金烏川1402－2番地先 W = 2.0～4.4

41294 堀金烏川462－2番地先 L = 59.6

堀金1294号線 堀金烏川825－1番地先 W = 3.5

41295 堀金烏川824番地先 L = 58.0

堀金1295号線 堀金烏川714－5番地先 W = 2.5～3.0

41296 堀金烏川1467－2番地先 L = 461.9

堀金1296号線 堀金烏川1397－1番地先 W = 2.75～5.4

41297 堀金烏川1099－1番地先 L = 318.9

堀金1297号線 堀金烏川1487番地先 W = 2.85～8.95

41298 堀金烏川1286－1番地先 L = 71.6

堀金1298号線 堀金烏川1295－1番地先 W = 4.2～4.5

41299 堀金烏川1379－3番地先 L = 228.2

堀金1299号線 堀金烏川1375－1番地先 W = 1.8～3.7

41300 堀金烏川1519－21番地先 L = 351.0

堀金1300号線 堀金烏川1378－1番地先 W = 3.2～4.05

41303 堀金烏川1334－2番地先 L = 209.5

堀金1303号線 堀金烏川345番地先 W = 2.3～3.2

3
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

5
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

10

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

9

1

2
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

廃　止  理  由

6
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

整
理
番
号

4
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

重要
な経
過地
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ほ場整備後再認定に伴
う廃止

8
ほ場整備後再認定に伴
う廃止
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（別紙） 市 道 廃 止 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番
廃　止  理  由

延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

整
理
番
号

重要
な経
過地

41510 堀金烏川1406－3番地先 L = 120.5

堀金1510号線 堀金烏川1404－1番地先 W = 2.5～4.0

41539 堀金烏川1304－1番地先 L = 179.1

堀金1539号線 堀金烏川1338番地先 W = 1.5～2.5

41613 堀金烏川1354－1番地先 L = 315.8

堀金1613号線 堀金烏川1352－3番地先 W = 2.9～4.25

41301 堀金烏川１２９８－１番地先 L = 222.3

堀金1301号線 堀金烏川１２９６－１番地先 W = 4.5

41658 堀金烏川１２９７－２番地先 L = 146.7

堀金1658号線 堀金烏川１３５４－１番地先 W = 3.0

11
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

12
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

13
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

14 ほ場整備に伴う廃止

15 ほ場整備に伴う廃止
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整理番号 １～15 

廃止路線位置図 



議案第 45号 

 

 

市道の認定について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の規定により、下記のとおり市道路

線を認定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙市道認定路線調書による。 

 

 

平成 30年２月 16日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 



（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

41291 堀金烏川432-2番地先 L = 233.5

堀金1291号線 堀金烏川694-2番地先 W = 3.15～5.45

41292 堀金烏川1453-1番地先 L = 106.5

堀金1292号線 堀金烏川1518-63番地先 W = 3.5

41294 堀金烏川435-3番地先 L = 97.5 ほ場整備に伴う再認定

堀金1294号線 堀金烏川462-3番地先 W = 2.4～3.85

41295 堀金烏川714-18番地先 L = 51.1 ほ場整備に伴う再認定

堀金1295号線 堀金烏川714-5番地先 W = 2.25～3.85

41296 堀金烏川1467-2番地先 L = 449.7 ほ場整備に伴う再認定

堀金1296号線 堀金烏川1496-3番地先 W = 2.8～5.9

41297 堀金烏川1099-6番地先 L = 203.2 ほ場整備に伴う再認定

堀金1297号線 堀金烏川1350-1番地先 W = 2.8～5.85

41298 堀金烏川1286-1番地先 L = 25.6 ほ場整備に伴う再認定

堀金1298号線 堀金烏川1286-1番地先 W = 2.7～3.5

41299 堀金烏川1379-3番地先 L = 186.2 ほ場整備に伴う再認定

堀金1299号線 堀金烏川1378-1番地先 W = 4.0～5.75

41300 堀金烏川1519-21番地先 L = 99.3 ほ場整備に伴う再認定

堀金1300号線 堀金烏川1353-2番地先 W = 2.95～4.9

41303 堀金烏川1345-2番地先 L = 139.4 ほ場整備に伴う再認定

堀金1303号線 堀金烏川1336-1番地先 W = 3.5～4.15

整
理
番
号

3

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

5

幅 員（ｍ）

ほ場整備に伴う再認定

ほ場整備に伴う再認定

4

1
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（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

整
理
番
号

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

41510 堀金烏川1453-2番地先 L = 181.6 ほ場整備に伴う再認定

堀金1510号線 堀金烏川1447-12番地先 W = 2.75～5.55

41539 堀金烏川1304-3番地先 L = 38.5 ほ場整備に伴う再認定

堀金1539号線 堀金烏川1304-1番地先 W = 2.5～3.1

41613 堀金烏川1352-3番地先 L = 499.2 ほ場整備に伴う再認定

堀金1613号線 堀金烏川1353-1番地先 W = 4.5～6.25

41764 堀金烏川1444番地先 L = 27.5 ほ場整備に伴う認定

堀金1764号線 堀金烏川1460番地先 W = 3.2～3.5

41765 堀金烏川1404-1番地先 L = 235.6 ほ場整備に伴う認定

堀金1765号線 堀金烏川1518-34番地先 W = 3.0～4.05

41766 堀金烏川816-2番地先 L = 284.8 ほ場整備に伴う認定

堀金1766号線 堀金烏川457-1番地先 W = 3.0～7.1

41767 堀金烏川1397-2番地先 L = 75.3 ほ場整備に伴う認定

堀金1767号線 堀金烏川1397-2番地先 W = 2.3～4.7

　

41768 堀金烏川1397-1番地先 L = 70.9 ほ場整備に伴う認定

堀金1768号線 堀金烏川1518-34番地先 W = 4.0～4.7

41769 堀金烏川1355-3番地先 L = 213.0 ほ場整備に伴う認定

堀金1769号線 堀金烏川1288番地先 W = 3.0～8.0

41770 堀金烏川1355-1番地先 L = 49.7 ほ場整備に伴う認定

堀金1770号線 堀金烏川1355-1番地先 W = 3.5
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（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

整
理
番
号

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

41771 堀金烏川1299-1番地先 L = 239.3 ほ場整備に伴う認定

堀金1771号線 堀金烏川1519-12番地先 W = 3.8～6.0

41772 堀金烏川1273-1番地先 L = 248.6 ほ場整備に伴う認定

堀金1772号線 堀金烏川1330-1番地先 W = 3.65～5.9

41773 堀金烏川435-1番地先 L = 82.6 ほ場整備に伴う認定

堀金1773号線 堀金烏川462-2番地先 W = 4.0～4.5

22525 穂高4975番地１先 L= 98.0 宅地造成に伴う認定

穂高2525号線 穂高4975番地８先 W= 6.0

22526 穂高6823番地11先 L = 37.1 宅地造成に伴う認定

穂高2526号線 穂高6823番地13先 W = 6.2

22527 穂高685 番地７先 L = 124.5 新規認定

穂高2527号線 穂高681 番地５先 W = 4.0

21225 穂高有明5996番地17先 L = 98.7 新規認定

穂高1225号線 穂高有明5996番地32先 W = 6.5

21226 穂高有明5996番地25先 L = 34.0 新規認定

穂高1226号線 穂高有明5997番地３先 W = 5.0

22528 穂高5920番地12先 L = 32.0 新規認定

穂高2528号線 穂高5920番地18先 W = 4.2～8.3

23255 穂高北穂高2257番地15先 L = 70.5 新規認定

穂高3255号線 穂高北穂高2257番地19先 W = 4.2～7.6
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- 4 - 

 

 

 

 

 

整理番号 １～23 

認定路線位置図 
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認定路線位置図 
整理番号 24 

穂高 2525号線 
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整理番号 25 

穂高 2526号線 

認定路線位置図 
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整理番号 26 

穂高 2527号線 

認定路線位置図 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号 27 

穂高 1225号線 

認定路線位置図 
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整理番号 28 

穂高 1226号線 

認定路線位置図 



10 

 

 

 

  

  

 

 

 

整理番号 29 

穂高 2528号線 

認定路線位置図 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号 30 

穂高 2528号線 

認定路線位置図 



議案第 46号 

 

 

第２次安曇野市総合計画基本構想及び前期基本計画について 

 

安曇野市議会の議決すべき事件を定める条例（平成29年安曇野市条例第22号）第２

条の規定により、下記のとおり第２次安曇野市総合計画基本構想及び前期基本計画を

策定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別冊「第２次安曇野市総合計画基本構想・前期基本計画」による。 

 

 

平成 30年２月 16日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  



議案第 47 号 

 

 

公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第５項の規定による指定

管理者の指定の期間を変更したいので、下記のとおり議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 施設の名称 

    安曇野市長峰荘 

 

 ２ 指定管理者の所在地及び名称 

    千葉県千葉市美浜区真砂３丁目３番７号 

    株式会社 塚原緑地研究所 

    代表取締役 塚原 道夫 

 

 ３ 指定期間の変更 

    「平成 27年４月１日から平成 30年３月 31日まで」を「平成 27年４月１日

から平成 31年３月 31日まで」に変更する 

 

 

平成 30 年２月 16 日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 

 



議案第 48 号 

 

 

公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第５項の規定による指定

管理者の指定の期間を変更したいので、下記のとおり議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 施設の名称 

    安曇野市穂高プール 

 

 ２ 指定管理者の所在地及び名称 

    東京都江東区大島１丁目９番８号 

    株式会社 フクシ・エンタープライズ 

    代表取締役 福士 昌 

 

 ３ 指定期間の変更 

    「平成 27年４月１日から平成 30年３月 31日まで」を「平成 27年４月１日

から平成 31年３月 31日まで」に変更する 

 

 

平成 30 年２月 16 日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 

 



議案第 49号 

 

 

公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項及び安曇野市公の施設の指定

管理者の指定手続等に関する条例（平成17年安曇野市条例第20号）第６条の規定によ

り、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 施設の名称 

   安曇野市三郷やすらぎ空間施設 

 

２ 指定管理者の所在地及び名称 

   松本市大字笹賀 7600 番地 51 

   株式会社 王滝 

   代表取締役 永瀬 完治 

 

３ 指定の期間 

   平成 30年４月１日から平成 33年３月 31日まで 

 

 

平成 30年２月 16 日 提出 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 



議案第 50 号 

 

 

たつみ認定こども園建設事業 建築主体工事請負契約について 

 

平成 30 年 1 月 11 日一般競争入札に付したたつみ認定こども園建設事業 建築主体工

事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法(昭和 22 年法律第 67

号)第 96 条第１項第５号及び安曇野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例(平成 17 年安曇野市条例第 48 号)第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的   たつみ認定こども園建設事業 建築主体工事 

 

２ 契約の方法   一般競争入札 

 

３ 契約金額    429,840,000 円 

 

４ 契約の相手方  安曇野市豊科 4932 番地 39 

株式会社 佐原建設 

代表取締役 佐原 良彦 

          

 

平成 30 年 2 月 16 日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 



議案第 51 号 

 

 

三郷文化公園体育館大規模改修工事請負契約について 

 

平成 30 年２月９日一般競争入札に付した三郷文化公園体育館大規模改修工事につい

て、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96

条第１項第５号及び安曇野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例(平成17年安曇野市条例第48号)第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的   三郷文化公園体育館大規模改修工事 

 

２ 契約の方法   一般競争入札 

 

３ 契約金額    642,600,000 円 

 

４ 契約の相手方  安曇野市穂高北穂高 3278 番地２ 

神稲・丸山特定建設工事共同企業体 

代表 神稲建設株式会社 安曇野営業所 

所長 松村 一彦 

          

 

平成 30 年２月 16 日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 


